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長寿医療制度の保険料は「均等割（１人当たりの定額の保険料）」と「所得割（所得に応じた保険料）」
を合計した額となっています。
下記に該当される方は、保険料が軽減されます。
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平
成　

年
度
の
長
寿
医
療
（
後
期

２１

高
齢
者
医
療
）
保
険
料
、
国
民
健
康

保
険
税
は
、
６
月
に
平
成　

年
中
の

２０

所
得
に
よ
り
本
算
定
を
行
い
、
平
成

　

年
度
の
年
税
額
を
決
定
し
ま
す
。

２１
こ
の
た
め
、
保
険
料
が
確
定
す
る

ま
で
の
納
付
方
法
は
、
次
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


４
・
６
・
８
月
は
、
平
成　

年
２

２１

月
と
同
額
を
暫
定
で
天
引
き
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

※
２
月
２
日
ま
で
に
特
別
徴
収
の
中

止
申
し
出
を
さ
れ
た
方
は
、
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

※
特
別
徴
収
の
場
合
、
保
険
料
・
保

険
税
確
定
後
、　

月
か
ら
差
額
を

１０

期
割
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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６
月
に
保
険
料
・
保
険
税
が
確
定

し
て
か
ら
、
３
月
ま
で
の　

期
に
分

１０

け
て
納
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所

市
民
課　
�
３
７�
０
１
１
５

税
務
課　
�
３
７�
０
１
１
４
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��
平
成　

年
度
の
介
護
保
険
料
は
４

２１

月
１
日
現
在
の
世
帯
に
お
け
る
市
町

村
民
税
の
課
税
状
況
等
に
よ
っ
て
７

月
に
確
定
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、
保
険
料
が
確
定
す
る

ま
で
の
納
付
方
法
は
、
次
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
。
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４
・
６
・
８
月
の
納
付
額
は
、
平

成　

年
度
の
市
民
税
の
課
税
状
況
が

２１
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
平
成　

年
２１

２
月
と
同
額
を
天
引
き
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

�
�
�
�
��
�
	

��

�
�
�

４
月
か
ら
７
月
ま
で
は
平
成　

年
２１

４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
の
世

帯
の
状
況
と
、
平
成　

年
度
市
町
村

２０

民
税
の
課
税
状
況
等
に
よ
り
算
定
し

た
保
険
料
を
暫
定
的
に
納
付
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
送
付
さ
れ
る

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成　

年
度
の
納
入
通
知
書
は
、

２１

４
月
中
旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。
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歳
に
な
る
月
の
翌
月
に
介
護
保

６５
険
料
の
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

送
付
さ
れ
る
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
に
よ
り
毎
月
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
天
引
き
が
開
始
さ
れ

る
の
は
、　

歳
到
達
か
ら
お
お
む
ね

６５

６
ヵ
月
後
か
ら
と
な
り
ま
す
。
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�
	



手
続
き
は
、
納
入
通
知
書
に
同
封

さ
れ
て
い
る
申
込
書
に
記
入
し
て
ポ

ス
ト
に
投
函
す
る
だ
け
で
す
。
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火
災
な
ど
、
特
別
な
事
情
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

保
険
料
徴
収
の
猶
予
、
減
免
等
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
段

階
が
第
３
段
階
の
方
を
対
象
と
し
た

減
免
制
度
も
あ
り
ま
す
。

申
請
は
、
７
月
下
旬
か
ら
受
け
付

け
ま
す
。
市
役
所
及
び
各
総
合
支
所

の
介
護
保
険
窓
口
か
佐
賀
中
部
広
域

連
合
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

�
３
７�
０
１
１
１

佐
賀
中
部
広
域
連
合

�
４
０�
１
１
３
５

佐
賀
中
部
広
域
連
合
で
は
、
平
成

　

年
度
か
ら
平
成　

年
度
ま
で
の
介

２１

２３

護
保
険
事
業
の
運
営
方
針
や
保
険
料

の
算
定
基
礎
を
定
め
た
第
４
期
介
護

保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

住
民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の
で

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

�
��
�
　

４
月
８
日
（
水
）

午
後
２
時
か
ら

�
�
�
�

神
埼
市
千
代
田
文
化
会
館

 

は
ん
ぎ
ー
ホ
ー
ル

�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
中
部
広
域
連
合　

総
務
課

�
４
０�
１
１
３
１

保険料算　式対　象　者保険料段階
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基準額
×０.５

生活保護を受給している方。
または、世帯全員の市民税が非
課税で老齢福祉年金を受給し
ている方

第１段階

�������	
���������	


基準額
×０.５

世帯全員の市民税が非課税で、
前年の合計所得金額＋前年の
課税年金収入額が８０万円以下
の方

第２段階

�������	
�������	�
�

基準額
×０.７５

世帯全員の市民税が非課税で、
第２段階に該当しない方第３段階

�������	
�������	
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基準額
×０.９１

本人の市民税が非課税の方で、
前年の合計所得金額＋前年の
課税年金収入額が８０万円以下
の方
（世帯に課税者がいる場合）
※通知書等での標記は、「特例
第４段階」となります。第４段階

��������
��������	
�

基準額

本人の市民税が非課税の方で
上記以外の方
（世帯に課税者がいる場合）
※通知書等での標記は、「第４
段階」となります。
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基準額
×１.１６

本人に市民税が課税されてお
り、前年の合計所得金額が１２５
万円未満の方

第５段階

��������
�������	
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基準額
×１.２５

本人に市民税が課税されてお
り、前年の合計所得金額が１２５
万円以上２００万円未満の方

第６段階
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�

基準額
×１.５

本人に市民税が課税されてお
り、前年の合計所得金額が２００
万円以上の方

第７段階
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保険料の納付書は、社会保険庁から４月上旬に
送付されますので、金融機関（ゆうちょ銀行を含
む）、コンビニエンスストアで納めてください。
また、口座振替やクレジットカード納付もご利
用いただけます。
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保険料は１年分または６か月分など、定められ
た月数について「前納」すると割引になります。
平成２１年度の１年分の保険料を納付書で平成

２１年４月３０日までに前納すると、１７２,８００円とな
り、年間３,１２０円の割引となります。

「口座振替の早割」もお得です !!

毎月納める場合も月々の保険料を「口座振替の
早割」で納期限より１か月早く納付すると年間６００
円（月額５０円）の割引となり
ます。　

詳しくは、下記までお問い
合わせください。
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佐賀社会保険事務所 �３１�４１９１
神埼市役所　市民課 �３７�０１１５
脊振総合支所　市民福祉課 �５９�２１１１
千代田総合支所　市民福祉課 �４４�３０７１

�������	

�������		
�������

�������	
�������������������� !"#�$%&'()*

������������	��

�����������������������

����

� � � �
������

��������������

�����������

������

��
���������������

�������������������������

���������������	����������

������������������������
��

�����������������������

�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

ご
協
力
い
た
だ
い
た
会
費
を
基
に
、

少
年
の
主
張
県
大
会
、
青
少
年
育
成

県
大
会
、
青
少
年
を
取
り
巻
く
有
害

環
境
点
検
活
動
な
ど
県
民
総
ぐ
る
み

の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
（
１
口
）　
　

２,
０
０
０
円

�
�
�
�
�
�
�

 

（
１
口
）　

１
０,
０
０
０
円

�
�
�
�

・
佐
賀
県
青
少
年
育
成
県
民
会
議

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

０
１
７
４
０�
７�
８
４
５
０
０

�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
県
青
少
年
育
成
県
民
会
議
事

務
局
（
佐
賀
県　

こ
ど
も
課
内
）

�
２
５�
７
３
８
２
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（
３
月　

日
付
）

３１

真
島　

久
光　
　

中
野　
　

均

吉
村　

清
嗣　
　

島　
　

勝
義

垣
永　

正
記　
　

田
代　
　

明

勝
谷　

謙
次　
　

牟
田　

輝
義

秋
山　

晴
久　
　

花
田
か
つ
え

北
村　

夏
美　
　

中
野　

隆
彦

中
村　

和
博　
　

陣
内　

信
幸

原
岡　

礼
子　
　

坂
井　

智
子

八
色　

三
枝　
　

中
野
佐
代
子

松
永　
　

瞳

市
民
の
皆
様
、
在
職
中
は
大
変
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。
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子育てについて迷ったり不安になったり…誰でもありますよね。電話・
来所などで受け付けています。どなたでも気軽にご相談ください。
���　月～金曜日（祝日を除く）、９：００～１６：００
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　神埼市子育て支援センター
　（千代田町保健センター内）
　�４４�４９０８


